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地
域
医
療
対
策
部
は
こ
の
ほ

ど
、
県
内
自
治
体
に
医
療
費
助

成
制
度
の
定
例
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
た
。

　

こ
の
調
査
は
小
児
医
療
費
助

成
（
〇乳
）
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成
（
〇親
）
、
重
度
障

害
者
医
療
費
助
成
（
〇障
）
の
３

制
度
を
対
象
に
、
制
度
の
拡
充
・

後
退
の
状
況
把
握
を
行
う
た
め

の
も
の
。
県
と
全
て
の
市
町
村

か
ら
回
答
が
あ
っ
た
。

［
調
査
期
間
］
２
０
２
６
年
１
月
２２

日
～
２
月
１９
日
（
そ
の
後
も
随
時

照
会
）
／
回
答
率
１
０
０
％
（
神

奈
川
県
お
よ
び
県
内
３３
市
町
村
よ

り
、
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
回
答
）

　

こ
れ
ら
の
医
療
費
助
成
制
度

は
自
治
体
の
単
独
事
業
。
県
の

制
度
を
ベ
ー
ス
に
市
町
村
が
独

自
財
源
で
〝
上
乗
せ
〟
努
力
を

し
、
対
象
の
拡
大
を
図
っ
て
い

る
。
今
年
度
は
３
制
度
と
も
県

制
度
に
変
更
の
予
定
は
な
い
。

〇〇乳乳
横
浜
６
月
か
ら
、

横
浜
６
月
か
ら
、

川
崎
９
月
か
ら
拡
充
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〇乳
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中

に
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
、

対
象
年
齢
が
１８
歳
ま
で
※
１

に

拡
充
さ
れ
る
見
通
し
と
な
っ
た
。

　

横
浜
市
は
６
月
か
ら
対
象
年

齢
を
拡
充
。
川
崎
市
は
９
月
か

〇〇障障
県
基
準
へ
の

県
基
準
へ
の

 

後
退
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く

後
退
つ
づ
く

〇障
に
つ
い
て
は
、
平
塚
市
で

県
基
準
の
申
請
時
の
年
齢
制
限

が
設
け
ら
れ
、
６５
歳
以
上
は
新

規
の
申
請
が
不
可
と
な
っ
た
。

相
模
原
市
で
は
、
１０
月
よ
り
県

基
準
の
特
別
障
害
者
手
当
の
基

準
に
準
拠
し
た
所
得
制
限
が
導

入
さ
れ
る
予
定
だ
。
ま
た
鎌
倉

市
で
は
、
〇乳
と
同
様
に
償
還
払

い
の
申
請
期
限
が
５
年
間
か
ら

２
年
間
へ
の
変
更
が
あ
っ
た
。

〇障
は
、
こ
の
数
年
で
対
象
年
齢

や
所
得
制
限
の
県
基
準
へ
の
後

退
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
来
、

加
齢
に
伴
っ
て
障
害
が
重
く
な

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
６５
歳
以

上
は
新
規
の
申
請
が
で
き
な
い

と
い
う
の
は
理
不
尽
な
話
で
あ

ら
対
象
年
齢
を
拡
充
し
、
小
学

４
年
生
以
降
に
か
か
る
通
院
１

回
５
０
０
円
の
一
部
負
担
金
を

撤
廃
す
る
。
相
模
原
市
は
、
２

０
２
７
年
４
月
か
ら
中
学
生
以

降
に
か
か
る
通
院
１
回
５
０
０

円
の
一
部
負
担
金
と
所
得
制
限

を
撤
廃
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
来
年
度
に
は
県
内

す
べ
て
の
市
町
村
で
、
１８
歳
ま

で
、
所
得
制
限
な
く
、
一
部
負
担

金
な
し
に
通
院
が
可
能
と
な
る
。

〇親
に
つ
い
て
は
、
対
象
・
一
部

負
担
金
・
所
得
制
限
に
つ
い
て
、

全
て
の
市
町
村
で
変
更
は
な

い
。
対
象
は
１８
歳
ま
で
※
１
・
２

、

所
得
制
限
は
児
童
扶
養
手
当
基

準
の
県
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
一
部
負
担
金
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
の
〝
上
乗
せ
〟
に

よ
り
、
一
部
負
担
金
な
し
が
実

現
し
て
い
る
。
な
お
、
鎌
倉
市

で
は
償
還
払
い
の
申
請
期
限
が

５
年
間
か
ら
２
年
間
へ
の
変
更

が
あ
っ
た
。

る
。
ま
た
「
住
ん
で
い
る
市
町

村
に
よ
っ
て
、
受
け
る
医
療
に

格
差
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
協
会
の
考
え
は
、
小
児

に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
今
後

の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

「
地
域
格
差
」
是
正

「
地
域
格
差
」
是
正

の
悲
願
叶
う

の
悲
願
叶
う

　

今
年
度
、
市
町
村
の
〝
上
乗

せ
〟
努
力
と
い
う
形
で
は
あ
る

も
の
の
、
県
内
全
市
町
村
で
１８

歳
ま
で
の
〇乳
拡
充
が
実
現
と
い

う
、
長
年
の
悲
願
が
達
成
す
る

見
込
み
だ
。
こ
れ
は
、
地
域
住

民
や
各
団
体
に
よ
る
署
名
活

動
、
議
会
へ
の
働
き
か
け
、
市

長
選
を
通
じ
た
、「
地
域
格
差

是
正
」
を
訴
え
る
声
が
行
政
を

動
か
し
た
結
果
で
あ
る
。
２
０

１
２
年
度
か
ら
続
く
当
協
会
の

本
医
療
費
助
成
制
度
ア
ン
ケ
ー

ト
も
、
そ
の
一
助
を
担
っ
た
と

確
信
し
て
い
る
。

　

今
後
、
こ
の
動
き
を
全
世
代

に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
協
会

が
取
り
組
む
医
療
費
の
窓
口
負

担
「
ゼ
ロ
の
会
」
の
願
い
で
あ

る
。
会
員
の
先
生
方
に
は
運
動

へ
の
さ
ら
な
る
協
力
を
お
願
い

し
た
い
。

（
※
１
）
１８
歳
に
な
っ
た
日
以

降
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で

（
※
２
）
中
程
度
以
上
の
障
害

が
あ
る
場
合
ま
た
は
高
等
学
校

等
に
在
学
中
の
場
合
は
２０
歳
未

満
ま
で

※1　通院助成の対象年齢 ・「小学校卒」＝小学校卒業後最初の3月31日まで。
　　　　　　　　　　　　　・「中学校卒」＝中学校卒業後最初の3月31日まで。
　　　　　　　　　　　　　・「高 校 卒」＝18歳になった日以降最初の3月31日まで。
※2　入院助成の対象年齢
　　 ・中学校卒まで対象の自治体（横浜・川崎各市）において、
      15歳年度末に入院中で4月以降も入院する場合は、退院まで補助が継続（要事前申請・最長で18歳年度末）。
     ・ 市町村の財源上乗せにより、保険診療の一部負担金はない（県としての対象は中学校卒まで・一部負担金あり）。

※3　一部負担金　    ・川崎市  …保護者が市民税所得割非課税の場合は一部負担金なし。
                  ・相模原市…養育者が市民税非課税の場合は一部負担金なし。

調査結果の詳細は、調査結果の詳細は、
保険医協会ホームページよりご確認ください。保険医協会ホームページよりご確認ください。

《表1》2026年4月1日現在の医療費助成制度 市町村別一覧（地域医療対策部調べ）　変更点は太字で表記。

小児医療費助成制度 重度障害者医療費助成制度

対象年齢（※1・２） 一部負担金 所得制限（入院・通院とも） 一部負担金 年齢制限・所得制限

神奈川県 小学校卒
３歳まで︓なし
４歳以降︓通院1回200円
　　　　　入院1日100円
　　　　　（調剤は除く）

旧児童手当旧特例給付
基準

あり　入院1日100円
　　　通院1回200円

【年齢制限】
65歳以上の新規適用除外
【所得制限】
特別障害者手当の所得
制限に準拠（本人のみ）

横浜市
中学校卒
→高校卒
（2026年6月から）

なし

なし

なし

なし

川崎市
中学校卒
→高校卒
（2026年9月から）

小3までなし。小4以降は通院1
回500円（調剤・入院除く※3）
→なし（2026年9月から）

相模原市

高校卒

小学校卒までなし。中1以降は通
院1回500円（調剤・入院除く※3）
→2027年度4月受診分（予定）
から一部負担金撤廃

0歳～中学校卒までなし。
高校1年生以降︓2024年９
月までの児童手当基準
→2027年度4月受診分（予
定）から高校生世代の所得
制限撤廃

年齢・
所得（2026年10月から）

横須賀市

なし なし

年齢

平塚市 年齢

鎌倉市 年齢・所得

藤沢市 なし

小田原市 なし

茅ヶ崎市 年齢

逗子市 年齢・所得

三浦市 年齢

秦野市

年齢・所得
厚木市

大和市

伊勢原市

海老名市

年齢
座間市

【負担なし】
身体障害者手帳1級・
2級IQ35以下／精
神障害者保健福祉手
帳1級
【1割負担】
身体障害者手帳3級
／IQ36以上50以下

南足柄市

なし

所得

綾瀬市
年齢

葉山町

寒川町
年齢・所得

大磯町

二宮町 年齢

中井町 年齢・所得

大井町 年齢

松田町

年齢・所得山北町

開成町

箱根町

なし真鶴町

湯河原町

愛川町 年齢・所得

清川村 なし

小児医療費助成小児医療費助成 重度障害者重度障害者
医療費助成医療費助成

ひとり親家庭等ひとり親家庭等
医療費助成医療費助成

医療費相談室
℡045-313-2225

4
15 14時～17時

相談無料（水）

医療ソーシャルワーカーが相談に応じます。 事前予約も承ります。地域医療対策部へ
ご連絡ください（℡045-313-2111）※通話料がかかります。

次回は

▼ 市町村ごとの状況はこちらから（医療費助成制度は自治体の単独事業。上記の県制度をベースに、各市町村が独自に“上乗せ”
を行っている）

児童虐待防止児童虐待防止へ、医療機関の第一歩
子育て支援リーフレット（無料）、注文受付中

　子育て中の保護者が抱える育児不安・ストレスの

悩みを相談できるきっかけをつくるリーフレットで

す。孤立し育児に悩む保護者が行政や支援へと繋が

るよう、地域の相談窓口を多数掲載しています。相

談を促すコラムや、温かみのある雰囲気のイラスト

を用い、手に取りやすいサイズ感（B5三つ折り）と

なっています。

　かねてより、子どもを巡る痛ましい事件が後を絶

たず、当協会では2004年から開業医・開業歯科医師

としてできる児童虐待予防対策に取り組んできまし

た。▽診察室で気になる親子に渡す、▽待合室やお

手洗いに設置のほか、▽出産を控えた妊婦に渡す資

料に加えている先生も。県内全域に広がる会員が、

本リーフレットを活用し、あの手この手で児童虐待

を防ぐきっかけを作っています。

　注文無料・地域医療対策部までお問合せください

（ ℡ 045‐313‐2111）。


